
富田林市条例第  号 

 

富田林市きらめき創造館条例（案） 

 

（設置） 

第１条 青少年をはじめとした市民の自主的な活動を支援し、及び生涯にわたる

学習活動を促進することを目的として、富田林市きらめき創造館（以下「創造

館」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） 名称 富田林市きらめき創造館 

（２） 位置 富田林市常盤町１６番１１号 

（休館日等） 

第３条 創造館の休館日及び開館時間は、規則で定める。 

（使用の許可） 

第４条 創造館の施設（以下「施設」という。）を使用しようとする者は、富田

林市教育委員会（以下「委員会」という。）の許可を受けなければならない。 

２ 委員会は、前項の許可に際し、管理運営上必要な条件を付することができる。 

（許可の制限） 

第５条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。 

（１） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２） 営利を目的とすると認めるとき。 

（３） 施設を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。 

（４） 管理運営上支障があると認めるとき。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第６条 第４条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、

別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、規則で定める場合は、

これを減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の使用料は、前納しなければならない。 

３ 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は

一部を還付することができる。 

（許可の取消し等） 

第７条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消

議案第６号 



し、若しくは使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 第５条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（３） 災害その他緊急やむを得ない事由により、委員会が特に必要があると

認めるとき。 

（目的外使用等の禁止） 

第８条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権

利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（特別の設備の設置等） 

第９条 使用者は、施設に特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を

使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の特別の設備は、使用後直ちに撤去して原状に回復しなければならない。 

（原状回復義務） 

第１０条 使用者は、施設を汚損し、又は破損したときは、これを原状に回復し、

又はその損害を賠償しなければならない。 

（免責） 

第１１条 この条例に基づく処分によって、使用者に生じた損害については、市

は一切その責めを負わない。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

 （富田林市立福祉青少年センター条例の廃止） 

２ 富田林市立福祉青少年センター条例（昭和４６年条例第２８号）は、廃止す

る。 



別表（第６条関係） 

施設名称 

利用時間帯 

午前９時か

ら正午まで 

午後１時から

午後４時まで

午後４時３０

分から午後６

時３０分まで

午後７時か

ら午後９時

まで 

スタディル

ーム１ 
700円 700円 500円 500円

スタディル

ーム２ 
100円 100円 100円 100円

グループ活

動室Ａ 
900円 900円 600円 600円

グループ活

動室Ｂ 
500円 500円 300円 300円

グループ活

動室ＡとＢ 
1,400円 1,400円 900円 900円

グループ活

動室Ｃ 
100円 100円 100円 100円

ワーキング

ルーム 
500円 500円 300円 300円

 

施設名称 

利用時間帯 

午前９時

から午前

１１時ま

で 

午前１１時

３０分から

午後１時３

０分まで 

午後２時

から午後

４時まで 

午後４時

３０分か

ら午後６

時３０分

まで 

午後７時

から午後

９時まで 

スタジオ 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円 1,300円

備考 

１ 利用時間帯とは、会場の準備等を含む時間をいう。 

２ 同一日において２以上の利用時間帯を使用する場合は、引き続き使用す

ることができる。 

３ 市内在住、在学又は在勤の２２歳以下の者が半数以上で構成された団体

の使用料は、無料とする。 

４ 市内在住、在学又は在勤の者が半数未満の団体の使用料は、１０割の額

を加算した額とする。 


